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このたび、受胎調節実地指導員の申請等にあたり、母体保護法施行規則に定められた期限

を過ぎましたのは、下記の理由によるものです。 

今後はこのようなことのないよう、期限を厳守いたしますので、今回に限り受理していた

だきますようよろしくお願いします。 

 

記 
 

申 請 等 の 別 

・□指定証訂正申請      （３０日以内） 

・□住所変更届出       （１０日以内） 

・□指定証等再交付申請    （３０日以内） 

・□死亡等届出        （３０日以内） 

申請（届出）事項

が 発 生 し た 日 
令和    年    月    日 

理 由  

 

住 所 

〒   － 

 

 

電 話（    ）   － 

氏 名 

 

 

 

（申請（届出）者） 


